
Ⅱ 企画調整課 

企画調整課は、東北厚生局の所掌事務に関する総合的な企画立案及び政策の実施に関する

総合調整、東北地方社会保険医療協議会の庶務、医療の安全に関する取組みの普及及び啓発

に関すること等の業務を行っています。 
 

１ 総合的な企画立案及び政策の実施に関する総合調整 

企画調整課は、東北厚生局の所掌する事務に関する総合的な企画立案や調整として以下の

ような業務を行っています。 

 

（１） 事業計画の策定及び進捗管理 

東北厚生局においては、各課、各事務所は毎年度、事業ごとに計画を立て、それを実

行し、結果を評価し、問題点があれば改善できるよう事業計画を策定しています。平成

25 年度は、策定した計画の進捗管理、評価及び改善点を明確にするため、年 3 回の幹部

ヒアリングを行いました。 

    ・ヒアリング実施日程 

期首 平成 25年 3 月 8日～平成 25 年 3月 13 日 

中間 平成 25年 10 月 9 日～平成 25 年 10 月 24 日 

期末 平成 26年 3 月 19 日～平成 26 年 3月 25 日 

 

（２） 事業年報の編集 

平成 25 年度における東北厚生局の業務概要を取りまとめ、事業年報として東北厚生局

ホームページに掲載しました。 

 

 

（３） 拡大幹部会議の開催 

     局内において毎月開催される拡大幹部会議の開催案内、会議資料の作成、議事概要の

作成及び配布を行っています。（平成 26年度より幹部会議） 

 

 

（４） 東北厚生局ホームページの運用管理 

     東北厚生局ホームページの運用を総括するとともに、ホームページの作成から公開ま

で管理することができるＣＭＳ（ｺﾝﾃﾝﾂﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）の運用管理を行っています。 

 

 

（５） テーマ別研修等の企画及び実施について 

    東北厚生局の職員を対象に、所管行政に関する制度や施策、現場の状況を十分に理解し、 

業務を適切に遂行できる人材を育成するため、各種研修を企画し、実施しました。 
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・職員に対するテーマ別研修実施状況 

日付 タイトル 内容 

平成25年4

月 11 日、12

日 

各課業務紹介オ

リエンテーショ

ン 

新規採用者及び異動により東北厚生局に転入された方に向

け、各課業務内容についてオリエンテーションを行う。ま

た、講師担当者のスキルアップを目的とする。 

平成25年5

月 1 日 

認知症サポータ

ー養成講座 

認知症を理解し、その人や家族を地域で見守ることのでき

る認知症サポーターを養成する。 （福祉指導課 主催） 

平成25年5

月 22 日 

ＣＭＳ習熟研修 地方厚生局ホームページリニューアルから１ヶ月が経過

し、各課において実際にＣＭＳの操作を行っているところ

であるが、コンテンツを充実させるためにより多くの職員

がＣＭＳの操作について深く習熟する必要があることか

ら、原則として各課のホームページ担当者及び新規転入職

員を対象とし、初歩的なＣＭＳの操作方法について確認を

行うとともに、ホームページ作成のスキルアップを図るこ

とを目的とした研修を行う。 

平成25年6

月 17 日 

訟務基礎実務研

修 

行政庁が行う処分に対する取消訴訟等を提起された際に、

迅速かつ組織的な対応をしていくことができるよう、裁判

手続きの流れや答弁書及び準備書面の作成の仕方など、訴

訟対応の基礎的実務について理解を深めることを目的とす

る。 

平成25年9

月 27 日 

情報公開・個人情

報保護制度研修 

東北厚生局における情報公開制度及び個人情報保護制度の 

適切な運用を図るため、情報公開法・個人情報保護法の概

要及び運用上の基礎的留意点等について理解を深める。 

平成 25 年

11 月 25 日 

プレゼンテーシ

ョン研修 

聞き手に対して情報を効果的に伝達する技術について職員

のスキルアップを図るとともに、プレゼンテーションの基

盤である思考力・表現力の向上に資することを目的とする。 

平成26年2

月 25 日 

メンタルヘルス

研修 

個々人が正しい知識を持って心の健康を保ち、ストレスへ

の適切な対処法を身につけることを目的とする。 

平成26年3

月 10 日、12

日 

国家公務員倫理

研修 

職員一人ひとりが公務員倫理について、正しく理解し、行

政運営に携わる意識の向上を図る。 

 

２ 「国民の皆様の声」の集計業務 

東北厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」については、案件ごとに集計し、厚生労

働省の担当部局に毎月報告しています。 

（平成 25 年度受付件数 9 件：保険局 6件、年金局 1件、医薬食品局 1件、障害保健福

祉部 1件） 
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３ 医療の安全に関する取組の普及及び啓発  

・概要 

医療の安全を確保することは、とても重要な課題です。 

厚生労働省においては、医療の安全を確保するため、有識者からなる検討会における検討

や意見募集に寄せられた意見を踏まえながら、医療事故を調査・評価する仕組みについて検

討しています。 

東北厚生局においては、そのような仕組みの重要性についての国民の理解を求めるための

活動を行っています。 

 

 

４ 東北地方社会保険医療協議会の庶務 

（１）概要 

   東北地方社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法第 1 条第 2項に基づき東北厚生局

に設置された機関であり、委員 20 名で構成され、主に保険医療機関及び保険薬局の指定及

び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて審議しており、企画調

整課は会議の運営に係る庶務を行っています。なお、保険医療機関及び保険薬局の指定につ

いて協議するため、各県に部会を設置しており、その庶務は各県事務所（宮城県は指導監査

課）が行っています。 

 

（２）実績 

① 協議会 

協議会は、社会保険医療協議会法第 6 条において「正当な理由がある場合を除いては、六

月に一回以上開かなければならない。」とされており、平成 25 年度においては以下のとおり 3
回開催いたしました。 

 

開催日 議題 

平成 25 年 9 月 17 日 

・部会に属すべき委員及び臨時委員の指名について 

・保険医療機関の指定の取消について 

・その他 

平成 25 年 11 月 19 日 

・部会に属すべき委員及び臨時委員の指名並びに会長

代行の選任について 

・元保険医療機関の指定の取消相当について 

・保険医の登録の取消について 

平成 26 年 3 月 18 日 
・保険医療機関の指定の取消について 

・保険医の登録の取消について 
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  ② 部会 

社会保険医療協議会令第 1 条第 1項の規定に基づき、東北厚生局では各県ごとに部会を

置いているところであり、毎月 1回の開催において、保険医療機関及び保険薬局の指定に

ついて審議を行っています。 

 

・部会における審議件数 

 
平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

保険医療機関 

（医科） 

新規指定 205 件 211 件 241 件 225 件 210 件 

指定更新 705 件 1,422 件 1,735 件 997 件 411 件 

保険医療機関 

（歯科） 

新規指定 138 件 121 件 120 件 122 件 121 件 

指定更新 486 件 936 件 1,185 件 723 件 238 件 

保険薬局 
新規指定 257 件 267 件 250 件 230 件 243 件 

指定更新 422 件 717 件 891 件 648 件 376 件 

合計 
新規指定 600 件 599 件 611 件 577 件 574 件 

指定更新 1,613 件 3,075 件 3,811 件 2,368 件 1,025 件 

 

 

 

 

③ 委員等の改選について 

平成 25年 10 月に半数改選を行い医療協議会委員 12 名、臨時委員 15 名について委嘱状

を交付しました。その他、任期途中での交代により、2名の委員及び 4名の臨時委員につ

いて、新たに委嘱状を交付しました。 

 

件

200件
400件
600件
800件

1,000件
1,200件
1,400件
1,600件
1,800件
2,000件

平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度平成25年度

審議件数の推移

保険医療機関

（医科） 新規指定

保険医療機関

（医科） 指定更新

保険医療機関

（歯科） 新規指定

保険医療機関

（歯科） 指定更新

保険薬局 新規指定

保険薬局 指定更新
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５ 東北圏広域地方計画について 

（１）概要 

   平成 17年 7 月に制定された国土形成計画法に基づき、平成 20年 7月に国土の将来ビジョ

ンとして全国計画が閣議決定されました。東北圏広域地方計画は、この全国計画の基本方針

に基づき、東北圏（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県）の地域特

性を踏まえながら特色ある地域像を目指して平成 21 年 8 月に策定されたものであり、東北

厚生局は東北圏広域地方計画協議会の構成員として当計画の策定に参画しています。 

   東北圏広域地方計画協議会では、平成 23年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により現行

の広域地方計画の見直しが検討されているところですが、過去に実施した調査の成果につい

て総括的評価を行うことを目的としたフォローアップを行うこととされたことから、企画調

整課では、東北厚生局が実施した「東北圏における救急医療体制の課題分析等に関する調査」

に関するフォローアップを行いました。 

 

（２）実績 

 

    ・東北圏広域地方計画協議会検討会議幹事会 

開催日 議題 

平成 25年 11 月 21 日 

・これまでの経緯について 

・東北圏広域地方計画の今後の進め方について 

・モニタリング指標について 

・国土強靱化の動向について 

・今後のスケジュールについて 

・その他 

 

   

６ 東日本大震災への対応業務のサポート 

（１）復興支援室 

 復興支援室は、東日本大震災被災市町村の復興を支援するため、平成 24 年 1 月、企画

調整課内に設置され、主に以下の業務を行っています。 

① 被災市町村、こころのケアセンター、ＮＰＯ法人、社会福祉協議会の各担当者など

との意見交換及び打合せ等の実施。また、被災市町村の状況、仮設住宅の現状や課題

等を把握し、厚生労働省等への連絡及び報告等。 

② 本省幹部職員等の被災地視察時における関係機関等との連絡調整等。 

③ 厚生労働省相双地域等医療・福祉復興支援センターへ職員を派遣し、同地域におけ

る福祉サービス等の確保のための情報収集活動及び福祉施設の従事者確保のための支

援等の実施。 

④ 復興庁宮城復興局が主催する宮城復興推進連絡会議や宮城復興局員連絡会合、岩手

復興局が主催する岩手復興関係省庁連絡会議への参加。 
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（２）東北厚生局復興支援本部 

 東日本大震災被災地を幅広く支援するために、平成 24 年 5 月、東北厚生局内に東北厚

生局復興支援本部が設置されました。復興支援室では、各本部員の活動等についての情報

共有及び情報提供を図るための報告会を毎月開催し、会議概要等を本省復興対策本部へ報

告しています。 

 

   【東北厚生局復興支援本部報告会開催実績（平成 25年度）】 

    平成 25年 4月 17 日  第 11 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 5月 8 日  第 12 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 6月 5 日   第 13 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 7月 3 日   第 14 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 9月 4 日   第 15 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 10 月 9 日  第 16 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 11 月 6 日  第 17 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 25年 12 月 4 日 第 18 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 26年 1月 8 日  第 19 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 26年 2月 12 日 第 20 回東北厚生局復興支援本部報告会 

    平成 26 年 3 月 11 日 第 21 回東北厚生局復興支援本部報告会 
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